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契 約 書 (案) 
 

 群馬県教育委員会教育長 平田 郁美（以下「甲」という。）と、         （以下

「乙」という。）とは、基本ソフトウェアのライセンスに関して、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約の対象となる学校名等） 

第１条 ライセンス契約の対象となる製品名、学校名、契約台数、契約金額等は次のとおりとする。 

① 製 品 名    マイクロソフト社 教育機関向け総合契約（ＥＥＳ） 

② 数  量  ４，９２３ライセンス 

③ 契約金額    金        円 

（うち消費税額及び地方消費税額 金      円） 

④ ライセンス有効期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

（契約料の請求及び支払） 

第２条 乙は、前条に基づく物品の納入完了後、納品書によりその旨を通知し、令和８年４月３０日

までに契約金額を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求書を受理したときは、その日から３０日以内に契約料を乙に支払うものと

する。 

 

（契約保証金） 

第３条 甲は、乙が支払う契約保証金を免除する（群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。

以下「財務規則」という。）第１９９条第３号該当）。 

 

（契約変更） 

第４条 甲は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止させることがで

きる。この場合において、必要があると認めるときは、甲は本契約の履行期限若しくは契約金額を

変更し、又は必要な費用を負担しなければならない。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。この場

合における賠償額は、甲と乙が協議して定める。 

 

（契約の解除等） 

第５条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができ

る。 

 (１) 契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。 

 (２) 契約の履行に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。 

 (３) 契約の履行について不正の行為があったとき。 

 (４) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴力

団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は役員等

（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは

常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団対策法第２条第６号に規定す
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る暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有している者（以下「暴力団員等」という。）であることが判明したとき。 

 (５)  本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等（以下「下請契約等」とい

う）の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除し

なかったとき。 

  (６) その他この契約書の条項に違反したとき。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したとき（前項第１号又は第２号に該当する場合あっては、

乙の責めに帰すべき理由がある場合に限る。）は、乙に対し違約金として契約金額の１０分の１に

相当する額の支払いを求めることができる。 

３ 甲は第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を負わないもの

とする。 

４ 甲は、群馬県政府調達苦情検討委員会（以下「苦情検討委員会」という。）から契約停止の通知

を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。 

５ 甲は、苦情検討委員会から契約を破棄する提案があった場合は、契約を破棄することができる。 

６ 前２項の規定により、契約の執行を停止し、又は契約を破棄したときにおいて、乙に損害を生ず

ることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の解除等） 

第６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは契約を解除することができる。 

 (１) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第

５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号に違反したことにより、公正取

引委員会が乙に対して行う独占禁止法第７条又は第８条の２の規定に基づく排除措置命令（排除

措置命令がなされなかった場合は、独占禁止法第７条の２第１項の規定に基づく課徴金納付命

令）又は独占禁止法第８５条第１号の規定による抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決

が確定したとき。 

 (２) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規

定する刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、甲の請

求に基づき契約金額の１０分の２に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項の規定する違約金

を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求することができるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 

 

（違約金等の遅延利息） 

第７条 乙が、第５条第２項並びに前条第２項及び第３項に規定する金額を甲の指定する期間内に支

払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３％の割

合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

 

（消費税等の取扱） 
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第８条 契約締結後に消費税及び地方消費税の税率改正があった場合は、改正後の税率により計算し

た額に契約額を変更するものとする。 

 

（暴力団等による不当要求行為があった場合の届出義務） 

第９条 乙は、乙又は本契約に係る下請契約等の相手方が当該契約の遂行に当たり暴力団又は暴力団

員等から不当な要求行為を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への届出

を行わなければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第１０条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、群馬県財務規則（平

成３年群馬県規則第１８号）の定めによるものとし、なお疑義があるときは、甲と乙とが協議して

定めるものとする。 

 

以上契約の証として本証書２通を作成し、甲乙記名押印して各自１通を保有するものとする。 

 

 

令和 年 月  日 

 

 

（甲） 住所 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

氏名 群馬県教育委員会教育長 平田 郁美 

 

 

（乙） 住所                  

氏名                   

 


